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国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
被
保
険
者
証
は
、

９
月
末
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
、
10
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
被
保
険
者

証
を
使
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
９
月
末
日
ま
で
に
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
郵

送
し
ま
す
の
で
、
内
容
等
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
使
用

で
き
な
く
な
る
古
い
被
保
険
者
証
は
回
収
し
ま
す
の
で
、
直
接
役
場
住

民
福
祉
課
・
国
保
年
金
係
に
届
け
て
い
た
だ
く
か
、
新
し
い
被
保
険
者

証
を
郵
送
し
た
際
に
同
封
し
て
あ
り
ま
す
返
信
用
封
筒
で
送
り
返
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
返
信
用
封
筒
に
は
切
手
を
貼
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
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学
遠

　

学
生
の
方
と
仕
事
な
ど
で
家
か

ら
離
れ
た
場
所
に
滞
在
し
て
い
る

方
に
は
、
特
別
被
保
険
者
証
を
交

付
し
て
い
ま
す
。
こ
の
被
保
険
者

証
も
同
じ
く
有
効
期
限
が
切
れ
ま

す
の
で
、
家
族
の
被
保
険
者
証
と

一
緒
に
お
返
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
引
続
き
特
別
被
保
険
者

証
が
必
要
な
方
は
、
新
た
に
申
請

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
国
保
年
金
係
の
窓

口
で
、
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

〔
遠
隔
者
〕

　

印
鑑
、
被
保
険
者
証

〔
修
学
中
の
方
〕

　

印
鑑
、
被
保
険
者
証
（
旧
学
被

　

保
険
者
証
と
新
旧
の
親
元
の
被

　

保
険
者
証
）
、
在
学
証
明
書
（
学

　

生
証
の
写
し
で
可
）

※
今
年
４
月
以
降
に
申
請
し
た
方

　

は
、
在
学
証
明
書
の
提
出
の
必

　

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
更

　

新
の
手
続
き
を
さ
れ
な
い
場
合

　

で
も
古
い
被
保
険
者
証
は
、
ご

　

家
庭
の
被
保
険
者
証
と
一
緒
に

　

お
返
し
く
だ
さ
い
。

　

70
歳
以
上
（
老
人
保
健
加
入
者

を
除
く
）
の
方
は
、
「
高
齢
者
受

給
者
証
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

医
療
を
受
け
る
際
に
、
被
保
険

者
証
の
他
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

該
当
の
方
に
は
、
随
時
お
届
け
し

て
い
ま
す
。

　　

国
保
加
入
者
が
病
院
等
に
入
院

し
た
場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
は

食
事
負
担
金
と
し
て
支
払
い
ま
す

が
、
こ
の
本
人
負
担
額
を
軽
減
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度

の
該
当
と
な
る
の
は
、
住
民
税
が

非
課
税
世
帯
に
な
っ
て
い
る
方
で

す
。
該
当
さ
れ
る
方
で
入
院
を
さ

れ
る
場
合
は
、
事
前
に
国
保
年
金

係
ま
で
認
定
の
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

住
民
福
祉
課
国
保
年
金
係
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被
保
険
者
証
は
医
療
機
関
に
か

か
る
と
き
必
ず
必
要
と
な
り
ま
す
。

大
切
に
保
管
し
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
被
保
険
者
証
は
他
人
に
貸
し
た

　

り
、
借
り
た
り
す
る
こ
と
は
で

　

き
ま
せ
ん
。

・
被
保
険
者
証
が
破
れ
た
り
、
紛

　

失
し
た
場
合
は
、
再
交
付
の
申

　

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
社
会
保
険
等
へ
の
加
入
や
転
出

　

に
よ
り
、
資
格
が
な
く
な
っ
た

　

場
合
に
は
、
そ
の
時
点
か
ら
使

　

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に

　

被
保
険
者
証
の
返
却
と
喪
失
届

　

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
（
届

　

出
が
遅
れ
る
と
、
か
か
っ
た
医

　

療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

　

と
も
あ
り
ま
す
。
）

　

70
歳
以
上
の
方
は

  

入
院
時
の

　

食
事
療
養
費
軽
減

　
　

制
度
認
定
手
続
き

  

被
保
険
者
証
は

  　

 

大
切
に
保
管

　
　
　

し
て
く
だ
さ
い

　
　
　

 

の

　

被
保
険
者
証
も

　
　
　

   

変
わ
り
ま
す


